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「第３次雲南市総合計画“えすこな雲南市”」 ロゴ・イラスト使用   

ガイドライン 

 

１．はじめに 

 このガイドラインは、雲南市総合計画の普及・啓発および「えすこな雲南市」の実現に向

けたロゴ・イラスト素材（以下「本素材」）を使用する際のルールをまとめたものです。 

 このロゴやイラストが、皆さんの日常の中で「えすこ※」なものとして親しまれ、名刺や

グッズ、チラシなどを通して、雲南市の魅力が自然と広がっていくことをめざしています。 

 行政だけではなく、市民の皆様、事業者の皆様が「自分たちのもの」として自由に楽しみ

ながら活用していただくことを大切にしています。 

 

 ※「えすこ」とは、雲南の方言で「ちょうど良い状態」「いい具合」を意味する言葉です。 

   激しい社会の変化と不確実な未来において、私たち自身が常に「えすこな雲南市とは？」

を問い続け、「雲南らしさ」や「調和」を見つけ出していく姿勢を表しています。 

   今だけ、自分だけではなく、「人と人」「人と自然」「人と歴史・文化」のつながりの中で、 

みんなが幸せに暮らせる持続可能なまちをめざす思いが込められています。 

 

 

２．使用の目的 

  本素材は、以下のいずれかに該当する場合、どなたでも無料で使用いただけます。 

  （１）雲南市民、市内事業者、市内団体 

  （２）雲南市を応援したい個人、団体 

  （３）「えすこな雲南市」の趣旨に賛同いただける方 

 

ただし、次に該当する場合は使用できません。 

  （１）雲南市の信用又は品位を害するとき 

  （２）法令又は公序良俗に反するとき 

  （３）第三者の利益を害するとき 

  （４）特定の個人、政治団体及び宗教団体を支援し、又は公認しているような誤解を与え、 

又は与える恐れのあるとき 

  （５）本素材の使用によって物品又は役務について市が提供者等であると誤認又は混同を 

生じさせるおそれがあるとき 

  （６）本素材を変形し、又は改変しているとき 

  （７）本素材自体を商品として販売するとき（ロゴ・イラストが主たる価値となる場合） 

  （８）「えすこ」のイメージを損なうネガティブな表現との組み合わせ 

  （９）前号にあげるもののほか、市長が本素材の使用が不適当であると認めるとき 
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３．使用の条件 

  事前に「第３次雲南市総合計画“えすこな雲南市”」 ロゴ・イラスト使用届出書及び 

必要書類を雲南市政策企画部政策推進課に提出してください。 

   なお、次の場合は提出不要です。 

   （１）雲南市が使用するとき 

   （２）市民、地域自主組織等が「えすこな雲南市」の趣旨に賛同して使用するとき 

   （３）国又は地方公共団体が使用するとき 

   （４）学校等が教育の目的で使用するとき 

   （５）報道機関が報道の目的で使用するとき 

 

４．本素材のデザイン 

  本素材の使用に関する一切の権限は、雲南市に帰属します。 

  デザインは、別添のとおりとします。 

 

５．デザイン使用のルール（守っていただきたいこと） 

  皆様に愛される「えすこ」のイメージを保つため、以下の点にご注意ください。 

  ①縦横比の維持 

   拡大・縮小する際は、縦横の比率を変えないでください（平べったくしたり、細長くした

りしないでください。） 
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  ②視認性の確保 

   ロゴの上に文字を重ねたり、読みづらくなるような背景色の上に配置したりすることは避

けてください。 

   写真の上に配置する場合は、「白抜き」データを使うか、ロゴの周りに白フチをつけるなど

して、ロゴがはっきり見えるようにしてください。 

 ③色の変更について 

   基本的には提供されたカラーをご使用ください。 

   ただし、デザインのトーンに合わせて「単色（好きな１色）」に変更することは可能です。

（例：紺色の Tシャツに合うように、ロゴを黄色１色にする等） 

   ※グラデーションやパーツごとの色変え（ロゴの一部だけ赤くするなど）は避けて下さい。 

  ④アイソレーション（余白） 

   ロゴの周りには、ある程度の余白を設けてください。他の要素と詰めすぎないように配置

することで、デザインが引き立ちます。 

  ⑤推奨カラー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

６．費用等 

  本素材の使用料は、無料です。また、本素材の使用に係る費用については、使用者が負担

してください。 

 

７．免責事項 

   本素材の使用により、使用者が被った損害又は使用者が第三者に与えた損害に対しては、

市は一切の賠償責任を負いません。 


